
インフルエンザによる出席停止期間について 

 

 お子様が医療機関にてインフルエンザと診断された場合、医師に発症日等を確認し、受診

報告書（裏面）に保護者の方が内容を記入のうえ、学級担任へ御提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜受診報告書 記入例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザによる出席停止期間の基準 

〇発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経過

するまで。 

※ 発症・解熱した日を０日目として数えます。 


